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P28 令和４年日高市成人式

朗読ボランティアグループ「日高もくせいの会」の皆さんのご協力により、「声の
広報ひだか」を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デ
イジー版CDを貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会☎985－9100、
または市立図書館☎985－5121へご連絡ください。
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　令和４年日高市成人式は、新型コロナウイルス感染症対策
を行い、例年通り文化体育館「ひだかアリーナ」で開催する
ことができました。�（市民カメラマン大河原保夫さん撮影）
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○延長窓口
市民課・保険年金課・子育て応援課・収税課・
税務課の一部業務
毎週火曜日　午後７時まで（祝日を除く）
○市税臨時収納窓口
収税課の業務
２月27日（日）　午前８時30分～正午

日 高 市 役 所

　広報ひだか２月号に掲載している情報は１月21日現在
のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更
となる場合があります。詳しくは、各記事の問い合わせ先
にご確認ください。また、お出掛けの際はマスクの着用等、
「新しい生活様式」の実践にご協力ください。

申請期限（共通）　２月28日（月）
子育て世帯生活支援特別給付金
支給額　児童１人当たり５万円
支給対象者
（１）ひとり親世帯分
〇�公的年金等を受給していることにより、令和３年
４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人

※平成31年（令和元年）の収入額（公的年金等の受給
額を含む）が、支給制限限度額を下回る人に限ります。
〇�申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当し、新
型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急
変し、収入が児童扶養手当の対象となる水準に下
がった人

（２）ひとり親世帯以外分
〇�令和３年度分の住民税均等割が非課税の人（未申
告の人は申告が必要）

〇�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、令和３年度分の住民税均等割が非課税の
人と同様の事情にあると認められる人

対象となる児童
　�令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障が
い児は20歳未満）

申請について
（１）�令和３年４月分の児童扶養手当が支給される人

以外は申請が必要です。

　新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、対象世帯に
給付金を支給します。該当する人で申請がお済みでない人は、お早めに申請をお願いします。
※既に支給した人への再度の支給のご案内ではありませんので、ご注意ください。
問い合わせ　子育て応援課子育て応援担当（１階⑥番窓口）

（２）�令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養
手当が支給される人以外は申請が必要です。

※（１）と（２）の併給はできません。
子育て世帯への臨時特別給付金
支給額　児童１人当たり10万円
支給対象者
〇令和３年９月分の児童手当の受給者
〇�令和３年９月30日時点において高校生を養育す
る人等
※児童手当法に基づく所得制限があります。
対象となる児童　
　�平成15年４月２日から令和４年３月31日までに
出生した児童
申請について
　�対象となる児童を養育している人のうち、公務員
または平成15年４月２日から18年４月１日まで
に出生した児童のみ養育している人は申請が必要
です。
子育て世帯への臨時特別給付金（特例給付対応分）
支給額　児童１人当たり５万円
支�給対象者　所得制限により子育て世帯への臨時特
別給付金が支給されない人
申請について
　�対象となる児童がいる世帯に個別に送付した通知
をご確認ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で困難に直面し
た人に対し、速やかに生活・暮らしを支援します。
給付対象世帯
〇住民税非課税世帯
　�令和３年12月10日時点で日高市に住民登録があ
り、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非
課税である世帯

※住民税が課税されている人の扶養親族等のみから
なる世帯を除きます。
〇家計急変世帯
　�新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると

認められる世帯
※令和３年度分住民税均等割が課せられている世帯
全員のそれぞれの収入（所得）について判定
給付額　１世帯当たり10万円
給付方法
〇�住民税非課税世帯…申請不要（２月上旬ごろ、確
認書等を送付予定）
〇�家計急変世帯…申請必要（収入額が分かる書類や、
確定申告書、源泉徴収票等を添付）
問�い合わせ　
　生活福祉課臨時特別給付金担当（１階⑩番窓口）　
　☎985－4601
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